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	フリースクールで学ぶ子どもたちへの支援事業
	経済的な事情に左右されず、学びを継続することを目的として、対象となるフリースクールを利用している児童生徒がいる世帯に対し、利用料の一部を補助します。
	フリースクール利用料の ２分の１の額を補助します！ 上限：１か月１５，０００円（児童生徒１人につき）  ※経済的要件あり
	期間：令和８年４月１日（水）～ 　　　令和９年３月３１日（水） 申請：随時受付 ※申請書が届いた月からの利用料　 　補助（６月までの申請は４月分 　からの補助とします）
	私立学校在籍者等への支援については、 三重県環境生活部私学課にお問い合わせください。 　☎：059-224-2161(平日8：30～17：00)    ✉：sigaku@pref.mie.lg.jp




